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愛知県公共土木設計業務等委託契約約款 新旧対照表 

【新】 【旧】 

 

昭和４８年 ４月 １日施  行 

令和 ３年 ４月 １日一部改正 

令和 ５年 ４月 １日一部改正 

 

第１条 略 

 

（個人情報の保護） 

第２条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う努めなければならない。 

２ 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報（以下「特定個人情報」という。）の取扱いに当たっては、この

基準に定めるもののほか、愛知県における特定個人情報の取扱いに関する規程等を遵守しなければならない。 

３ 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに関する責任者、個人情報を取り扱う従業者（受注者の組織

内にあって直接又は間接に受注者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、従業員のほか、取締役、

監査役、理事、監事及び派遣労働者等を含む。以下同じ。）の管理及び実施体制並びに個人情報の管理の状況に

ついての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を発注者に提出する。 

４ 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約

が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

５ 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関し

て知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護

に必要な事項を周知するものとする。 

６ 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、

発注者が必要と認める場合については、書面により発注者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する

場合も同様とする。 

７ 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受注者が負う個人情報の

取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。 

８ 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者が派遣労働者である場合には、労働者派遣契約書に

秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。 

９ 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託（再

委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）で

ある場合を含む。以下同じ。）するときは、あらかじめ書面により発注者の承諾を得るものとする。発注者の承

諾を得た再委託先の変更を行う場合も同様とする。 

10 受注者は、発注者の承諾により個人情報を取り扱う業務を再委託するときは、この契約により受注者が負

う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも書面で義務付けた上で、当該義務を遵守させるものとし、受

注者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。また、発注者の承諾により再委託する場合には、再

 

昭和４８年 ４月 １日施  行 

令和 ３年 ４月 １日一部改正 

 

 

第１条 略 

 

（個人情報の保護） 

第２条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う努めなければならない。 

２ 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報（以下「特定個人情報」という。）の取扱いに当たっては、この

基準に定めるもののほか、愛知県における特定個人情報の取扱いに関する規程等を遵守しなければならない。 

（新設） 

 

 

 

３ 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約

が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

４ 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関し

て知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護

に必要な事項を周知するものとする。 

５ 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、

発注者が必要と認める場合については、書面により発注者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する

場合も同様とする。 

６ 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受注者が負う個人情報の

取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。 

（新設） 

 

７ 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託する

ときは発注者の承諾を得るものとする。 

 

 

８ 受注者は、発注者の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託するときは、この契約により受注

者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させるものとし、受注者はそのために必要かつ適

切な監督を行うものとする。 
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【新】 【旧】 

委託先に提供する個人情報は再委託する業務内容に照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を

識別することができる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。 

11 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目

的の範囲内で行うものとする。 

（削除） 

 

12 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等（電

磁的記録を含む。以下同じ。）を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。また、発注者の承諾

により複写し、又は複製する場合には、必要最小限の範囲で行うものとする。 

13 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。また、発

注者の承諾により第三者に提供する場合には、提供する個人情報は提供目的に照らして必要最小限の範囲とし、

必要のない特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の

措置を講ずる。 

14 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじ

め特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。 

15 受注者は、発注者からこの契約による業務を処理するために提供を受けた個人情報及び受注者自らが当該

業務を処理するために収集した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理（再委託

先による管理を含む。）のために必要な措置を講じなければならない。 

16 受注者がこの契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとす

る。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

17 受注者は、発注者の指示により、個人情報を削除し、又は廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成

し、発注者に証明書等により報告するものとする。また、受注者が個人情報を削除又は廃棄するにあたっては、

個人情報を復元困難及び判読不可能な方法によるものとする。 

18 受注者が、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾を得て再委託による提供をした場合又は

発注者の承諾を得て第三者に提供した場合、受注者は、発注者の指示により、当該再委託先又は当該第三者か

ら回収するものとする。 

19 発注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受注者に対

して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受注者に対して指示を与えることができる。

なお、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 

20 受注者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し又は発生したおそれの

ある場合のほか、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発

注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のため

の措置（個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。）を指示することができる。 

21 受注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより

 

 

９ 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目

的の範囲内で行うものとする。 

10 受注者は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等（電

磁的記録を含む。以下同じ）を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

11 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、

発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

（新設） 

 

 

 

 

12 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、

その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならな

い。 

13 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅

失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報が記録され

た資料等についても、同様とする。 

14 受注者がこの契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。た

だし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

15 受注者は、発注者の指示により、個人情報を削除し、又は個人情報が記録された資料等を廃棄した場合は、

削除又は廃棄した記録を作成し、発注者に証明書等により報告するものとする。 

 

16 受注者が、個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾を得て再委託による提供をした場合又は

発注者の承諾を得て第三者に提供した場合、受注者は、発注者の指示により、当該再委託先又は当該第三者か

ら回収するものとする。 

 

17 発注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受注者に対

して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受注者に対して指示を与えることができる。

なお、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 

18 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注

者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための

措置（個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。）を指示することができる。 

 

19  受注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより
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【新】 【旧】 

発注者が損害を被った場合、発注者にその損害を賠償しなければならない。 

 

第３条 略 

 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。た

だし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければ

ならない。なお、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。 

 一 契約保証金の納付 

 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

 三 この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融

機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項

に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 五 この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発

注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみな

す。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の額」という。）は、

業務委託料の１０分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第４９条第３項

各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証

金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保

証金の納付を免除する。 

６ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の１に達するまで、発注者

は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 

 

第５条～第４０条 略 

 

（暴力団等排除に係る解除） 

第４１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき（受注者が共同企業体であるときは、その

構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。）は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このた

め受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。 

 一 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及

び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人

の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあっ

発注者が損害を被った場合、発注者にその損害を賠償しなければならない。 

 

第３条 略 

 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。た

だし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければ

ならない。なお、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。 

 一 契約保証金の納付 

 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

 三 この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融

機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項

に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 五 この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

（新設） 

 

 

 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」という。）は、業

務委託料の１０分の１以上としなければならない。 

３ 受注者が第１項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第４９条第３項

各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

４ 第１項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証

金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保

証金の納付を免除する。 

５ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の１に達するまで、発注者

は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 

 

第５条～第４０条 略 

 

（暴力団等排除に係る解除） 

第４１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき（受注者が共同企業体であるときは、その

構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。）は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このた

め受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。 

 一 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及

び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事

等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為
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てはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為

等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

（削除） 

 

 二 法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）若しくは

暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認

められるとき。 

 三 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的

に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関

与していると認められるとき。 

 四 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

 五 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。 

 六 受注者が、第一号から第四号のいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場

合（前号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わな

かったとき。 

七 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したと

き。 

 八 前３号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第一号から第四号のいずれかに該当する法人等であるこ

とを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

 

第４２条～第５６条 略 

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」と

いう。）がいると認められるとき。 

 

 二 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は運営に実質的に関与

していると認められるとき。 

 三 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に

実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 

 

 四 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的

に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関

与していると認められるとき。 

 五 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

 六 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。 

 七 受注者が、第一号から第五号のいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場

合（前号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わな

かったとき。 

八 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したと

き。 

 九 前３号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第一号から第五号のいずれかに該当する法人等であるこ

とを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

 

第４２条～第５６条 略 

 


